
平成30年10月

対馬市 水産資源管理計画

【磯資源】

対馬海洋保護区しまうみ管理計画

実行計画１

対馬市
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※港勢調査結果より作成
※H27から養殖ヒジキが採れているが、本集計には含んでいない。
　（参考：養殖ヒジキの漁獲量：美津島町漁協 約９トン）

ヒジキの漁獲量は、昭和57年2,323トンあったものが、平成28年85トン（４％）となっています。
主な原因として、イスズミ、アイゴ等の植食性魚類の摂食による被害の拡大が考えられます。

　サザエの漁獲量は、昭和57年1,341トンあったものが、平成28年738トン（55％）となっていま
す。主な原因として、アワビと同様に餌資源となるワカメ、カジメ等の大型褐藻減少の影響が考
えられますが、サザエはアワビと違って食性の幅が広いことから、漁獲量は増減を繰り返して
いますが、全体的には徐々に減少しています。

アワビの漁獲量は、昭和57年252トンあったものが、平成28年14トン（６％）となっています。主
な原因として、餌資源となるワカメ、カジメ等の大型褐藻減少の影響を強く受けていると考えら
れます。

（単位：トン）

（単位：トン）

（単位：トン）

【ヒジキ】

１　主な磯資源の漁獲量

－１－

【アワビ】

【サザエ】

252

112 93 86 69 48 46 49 42 35 29 33 49 32 14

S57 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

1,341
1,109 1,035 1,139

905 1,028
880

730
594

398
561 583

744 724 738

S57 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

2,323

1,046 932
706 438 167 110 105 111 140 136 206 168 127 85

S57 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28



※

　①　厳原町漁業協同組合
　②　阿須湾漁業協同組合
　③　美津島町高浜漁業協同組合
　④　美津島町漁業協同組合
　⑤　美津島町西海漁業協同組合
　⑥　豊玉町漁業協同組合
　⑦　峰町東部漁業協同組合
　⑧　上県町漁業協同組合
　⑨　伊奈漁業協同組合
　⑩　佐須奈漁業協同組合
　⑪　上対馬南漁業協同組合
　⑫　上対馬町漁業協同組合

（事務局：対馬市農林水産部　水産課）

　「対馬市対馬沿岸藻場再生計画（H30～H39）」との整合性を確保するため、実施期間
は、藻場再生計画と同じ10年間とします。

漁業協同組合

16-A、16-C、17

16-B

14、15

11-甲・乙・丙、13、23

14、23

9

34

厳原町漁業協同組合

阿須湾漁業協同組合

美津島町高浜漁業協同組合

美津島町漁業協同組合

美津島町西海漁業協同組合

上対馬町漁業協同組合

2018（H30）年度～2027（H39）年度（10年間）

 第１種共同漁業権行使規則番号（対共)

10、12、26、27、28、30、32豊玉町漁業協同組合

峰町東部漁業協同組合

上県町漁業協同組合

伊奈漁業協同組合

佐須奈漁業協同組合

上対馬南漁業協同組合

３　磯資源作業部会委員

本水産資源管理計画の対象海域は、第一種共同漁業権行使海域とします。

－２－

２　実施期間

４　対象海域

34

38

6、8

1、8



アオノリ

アマノリ

　本計画では、島内12漁協の第一種共同漁業権行使規則に記載されている水産資源を対象と
します

ヒジキ

ヒトエグサ

ワカメ

アサリ

アワビ

イシマテ

カキ

サザエ

トコブシ

ニナ

バイ 写真

イセエビ

ウニ 写真

エムシ

タコ 写真

全２２種

オゴノリ

カジメ

テングサ

写真

ナマコ

写真

写真

写真

写真

写真

写真

海藻類 介類

フノリ

写真

写真

その他

９種 ８種 ５種

表1. 対象とする水産資源

－３－

５  対象とする水産資源

写真



　各漁業協同組合が自らの管轄する海域について、第一種共同漁業権行使規則等に基づき、
本計画を円滑に行うため、計画を策定(Plan)し、実行(Do)し、さらに得られた成果について検証
(Check)を行い、検証結果を次期計画に反映(Action）するPDCAサイクルの手法を用います。

９　情報の共有と対策

　本計画の対象とする漁業は、基本的に「５　対象となる水産資源」を漁獲する漁業です。

　磯資源作業部会は、報告されるモニタリング状況を所属する漁業協同組合の組合員に伝
え、関係者間における情報共有を図ります。また、必要に応じて資源回復計画を策定する等、
水産資源の維持に努めます。

　各漁業協同組合は、毎月20日までに水産資源管理計画の対象となっている水産資源につ
いて、前月の種別水揚量および水揚金額を事務局に提出します。
　事務局は提出された種別水揚量および水揚金額を取りまとめ、磯資源作業部会員にモニタ
リング状況を報告します。

７　管理方法

８　モニタリング

－４－

６　対象漁業

①計画策定

②実行

（モニタリング）
③検証

④反映

⑤次回計画

⑥実行

（モニタリング）



10　実行体制

－５－

対馬市 漁業者

事務局 連絡
調整

上対馬町

協議会
上対馬南

資料
提出

佐須奈

計画等の決定

企画・立案

伊奈

計画等説明

上県町

説明等

厳原町

結果の検証

情報発信

磯資源の適切な管理 連携 磯資源の適切管理

対馬市海洋保護区
設定推進協議会

水産課
対馬島内
12漁協

その他

・
計
画
案

・
評
価
案

・
計
画
案

・
評
価
案

データ収集

峰町東部

美津島町

藻場再生
作業部会

磯資源
作業部会

美津島町西海

両輪

データ
提供

結果の検証

計画案作成 計画案作成

豊玉町

評価案作成 評価案作成

その他

美津島町高浜

連携
阿須湾

藻場再生

計画

水産資源

管理計画

（磯資源）



（1）長崎県漁業調整規則（水産資源の保護培養について）

■ 漁業の許可制及び禁止漁業（長崎県漁業調整規則第６条、第３７条）

　平成19年に、漁業法、水産資源保護法の一部が改正され、知事許可漁業を無許可で操業した
場合や禁止漁業を行った場合、漁業法の罰則が適用されることになりました。

　知事許可漁業を無許可で操業した場合や禁止漁業を営んだ場合は、漁業法第１３８条の規定に
より罰金が科せられます。

（最高で懲役３年、罰金２００万円）。

■ 採捕を禁止された大きさや期間（長崎県漁業調整規則第３４条、第３６条）

　次の魚介類は、漁業者だけでなく一般の人も、捕ってはいけない大きさや期間が決められていま
す。違反した場合、６ヶ月以下の懲役若しくは１０万円以下の罰金が科せられます。

魚貝類等の水産資源を守り、漁業秩序を維持するための規制等が、長崎県漁業調整規則で定めら
れており、県ではそのための取締りも行っています。この規則には、漁業者以外の一般の人に対する
規制も定められており、違反に対しては罰則もあります。

■ 遊漁者等が行える漁具・漁法の制限（同第４８条）

漁業者以外の一般の人は、次の漁具、漁法以外は禁止されています。
①徒手による採捕
②竿釣
③手釣
④たも網
⑤投網
⑥ひき縄釣
 注意）長崎県連合海区漁業調整委員会指示により、漁業者以外の人が「ひき縄釣」により水産動
植物を採捕しようとする者は、同委員会の承認を受けなければなりません。
⑦やす、は具

※長崎県水産部ホームページより

－６－

11　資料



アオノリ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

美津島町西海

豊玉町

佐須奈

上対馬南

上対馬町

4

5

6

10

11

12

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

16

14

15

11-甲

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限

厳原町

阿須湾

美津島町高浜

美津島町

1

2

3

口開表
の管理

11-乙

16

17

30-乙

32

7

8

9

上県町

伊奈

峰町東部

34

34

38

6-A

6-B

8

1

8

9

28

30-甲

自主管理

漁協管理

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

海藻類

－７－

（２）第一種共同漁業権行使規則一覧表



アマノリ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

16 12/1-4/30

17

漁協名 行使期間 特定漁法

15

1

行使規則なし

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

16

14

漁獲上限

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

8

12/1-3/31

1/1-5/31

1/1-4/30

1/1-3/31

1/1-3/31

行使規則なし

12/1-5/31

行使規則なし

1/1-5/31

12/1-4/30

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-3/31

1/1-3/31

1/1-3/31

12/1-4/30

11/1-5/31

行使規則なし

1/1-12/31

10/31-4/30

10/31-4/30

10/31-4/30

4 美津島町

3 美津島町高浜

2 阿須湾

厳原町1

浜管理

12 上対馬町

11 上対馬南

佐須奈

伊奈

上県町

峰町東部

豊玉町6

7

8

9

10

5 美津島町西海

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

－８－

口開表
漁協
番号

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

免許番号



オゴノリ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

行使規則なし

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-6/30

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

8

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

1

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

免許番号

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

6/1-7/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

厳原町

佐須奈

上対馬町

上対馬南

峰町東部

阿須湾

美津島町高浜

豊玉町

上県町

伊奈

2

7

8

9

10

12

11

1

3

4

5

美津島町

6

美津島町西海

－９－

漁協
番号

漁協名 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表



カジメ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

行使規則なし

11/1-4/30

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-6/30

行使規則なし

10/21-6/30

16

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

12/21-3/31

12/21-2/28

行使規則なし

1/1-12/31

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

1

行使規則なし

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

浜管理

17

16

14

15

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

8

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-5/31

1/1-12/31

1/1-6/30

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

2/1-10/31

1/1-12/31

1/1-12/31

美津島町西海

美津島町

阿須湾

美津島町高浜

厳原町

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

2

4

7

8

3

1

9

10

6

5

浜管理

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表

－10－

上対馬町12

上対馬南11

豊玉町



テングサ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

3/1-8/31

3/1-8/31

2/1-9/30

4/1-8/31

4/1-8/31

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-6/30

16

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

38

6-A

6-B

8

8

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

漁協管理

浜管理

浜管理

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

免許番号

1

17

16

14

特定漁法行使期間

行使規則なし

2/1-8/31

行使規則なし

4/1-8/31

2/1-8/31

1/1-6/30

1/1-6/30

1/1-6/30

3/1-8/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

3/1-8/31

3/1-7/31

豊玉町

阿須湾

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

厳原町

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬南

7

8

11

6

2

9

10

5

4

3

1

漁協
番号

12 浜管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

漁協名 口開表

上対馬町

－11－

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限



ヒジキ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

3/1-6/30

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

16

17

16

14

34

34

38

6-A

6-B

8

8

1

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

3/1-8/31

1/1-12/31

3/1-8/31

3/1-6/30

3/1-6/30

3/1-5/31

3/1-6/30

3/1-6/30

2/1-6/30

行使規則なし

3/1-5/31

行使規則なし

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

1/1-6/30

2/1-7/31までの
口開後1ヶ月間

2/1-7/31までの
口開後1ヶ月間

3/1-6/30

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-6/30

1/1-5/31

2/1-5/31

行使規則なし

1/1-6/30

行使規則なし

伊奈

佐須奈

峰町東部

上対馬町

上対馬南

豊玉町

上県町

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

厳原町

阿須湾

1

漁協
番号

7

8

9

10

12

11

6

2

5

4

3

漁協管理

浜管理

浜管理

浜管理

口開表

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

全長等の規制
（以下）

漁獲上限漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

－12－



ヒトエグサ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

1

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

8

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

行使規則なし

1/1-12/31

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-5/31

3/1-6/30

1/1-6/30

1/1-6/30

1/1-12/31

3/1-6/30

行使規則なし

2/1-4/30

行使規則なし

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-6/30

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

厳原町

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

阿須湾

上対馬南

豊玉町

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

7

8

9

10

2

1

11

6

5

4

3

12

自主管理

自主管理

口開表

自主管理

自主管理

自主管理

全長等の規制
（以下）

漁獲上限
漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

上対馬町

－13－



フノリ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

16

17

9

34

34

38

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

自主管理

浜管理

漁協管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

6-A

6-B

8

1

8

免許番号

23

14

23

10

特定漁法

1/1-7/31

3/1-7-31

3/1-7/31

3/1-6/30

3/1-8/31

3/1-8/31

3/1-6/30

3/1-6/30

4/1-6/30

1/1-6/30

1/1-5/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使期間

3/1-5/31

3/1-5/31

4/1-5/31

行使規則なし

3/1-7/31

行使規則なし

1/1-5/31

2/1-5/31

行使規則なし

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

3/1-5/31

1/1-12/31

厳原町

漁協名

1

漁協
番号

9

10

11

7

8

6

5

4

3

2

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬南

豊玉町

阿須湾

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

上対馬町12

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表

－14－



ワカメ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○ 浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

免許番号

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

34

38

6-A

6-B

8

1

8

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

特定漁法

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

3/1-5/31

2/1-6/30

3/1-5/31

行使期間

行使規則なし

2/1-4/30

行使規則なし

2/1-4/30

2/1-4/30

2/1-4/30

1/1-12/31

3/1-5/31

1/1-6/30

1/15-3/31

1/15-3/31

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-6/30

2/1-5/31

3/1-6/30

3/1-5/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-4/30

1/1-4/30

行使規則なし

2/1-6/30

行使規則なし

7

8

9

10

2

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

阿須湾

浜管理

漁獲上限

11

豊玉町6

美津島町西海5

美津島町4

美津島町高浜3

厳原町1

漁協
番号

漁協名

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

口開表

12 上対馬町

上対馬南

－15－



アサリ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34 行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

16

17

34

38

6-A

6-B

8

1

8

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-5/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

1 厳原町

7

8

9

10

5

4

2

美津島町

美津島町高浜3

峰町東部

阿須湾

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬町12

11 上対馬南

豊玉町6

美津島町西海

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

殻長2cm

－16－

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表

介類



アワビ（長崎県漁業調整規則あり）

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○ ●

その他：素潜りの禁止

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○ ○

○

○

○

○

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

16 潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

漁協管理

漁協管理

漁協管理

浜管理

浜管理

自主管理

23

12

26

27

32

30-乙

30-甲

28

10

1

11-甲

11-乙

16

17

9

34

34

38

6-A

15

14

11-丙

13

23

14

8

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

潜水器

潜水器
ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

潜水器

刺網

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-7/31

1/1-10/31

1/1-10/31

行使規則なし

1/1-10/31

1/1-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

1/1-10/31

12/21-10/31

4/1-9/30

4/1-9/30

2/1-10/31

9/1-10/31
12/21-4/30
6/1-8/14

9/1-10/31
12/21-4/30
6/1-8/14

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

行使規則なし

1/1-10/31、

12/21-12/31

行使規則なし

上対馬町

上対馬南

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

豊玉町

美津島町西海5

4

2

3

1

阿須湾

美津島町

美津島町高浜

厳原町

8

9

10

12

11 殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長11cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

殻長10cm

－17－

7

6

潜水器

潜水器

潜水器

6-B

8

浜管理

浜管理

浜管理

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表

3,000kg



イシマテ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

8

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

1

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

免許番号 特定漁法

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使期間

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

2/1-5/31

1/1-6/30

1/1-6/30

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

美津島町西海

漁協名

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬町

上対馬南

10

11

12

7

8

9

4

5

6

2

1

3

漁協
番号

自主管理

－18－

豊玉町

美津島町

阿須湾

厳原町

美津島町高浜

行使規則なし

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表



カキ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○ ○

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

38

6-A

6-B

峰町東部

上県町

8

1

8

伊奈

佐須奈

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

12/1-5/31

12/1-5/31

12/1-5/31

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

12/1-3/31

12/1-4/30

12/1-4/30

行使規則なし

12/1-4/30

1/1-5/31

1/1-5/31

1/1-5/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

上対馬南

阿須湾

美津島町

美津島町高浜

厳原町

上対馬町

豊玉町

漁協名

3

1

漁協
番号

5

4

2

－19－

11

7

8

9

10

12

口開表

6

美津島町西海

免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限



サザエ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○ ○

○

○

○ ○ ●

その他：素潜り禁止

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：1/1-10/31は着用可

○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○

○

○

○

○

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

阿須湾

16

17

16

刺網

潜水器

潜水器

潜水器

漁協管理

漁協管理

漁協管理

11-甲

11-乙

11-丙

13

15

免許番号

38

6-A

6-B

14

30-乙

30-甲

8

8

28

10

23

14

23

12

26

27

32

9

34

34

刺網

潜水器

潜水器
ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

潜水器

潜水器

潜水器

潜水器

刺網

潜水器

刺網

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

刺網

特定漁法

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

12/21-10/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使期間

1/1-10/31

12/21-10/31

12/21-7/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-10/31

1/1-10/31

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

厳原町

漁協名

豊玉町

2

3

1

8

9

10

12

11

6

7

5

4

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

－20－

1 1/1-12/31 殻蓋長径3cm 浜管理上対馬町

上対馬南

1/1-12/31

殻蓋長径2.5cm

殻蓋長径2.5cm

潜水器、刺網

8,000kg

口開表
漁協
番号

1/1-12/31

9/1-10/31
12/21-4/30
6/1-8/14

9/1-10/31
12/21-4/30
6/1-8/14

12/21-10/31

12/21-10/31

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限



トコブシ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○ ○

○

○

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

浜管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

自主管理

口開表特定漁法

浜管理

浜管理

浜管理

6-A

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

38

16

17

16

14

免許番号

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

3/1-10/31

行使期間

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

3

漁協
番号

7

8

9

10

2 阿須湾

漁協名

1/1-12/31

1/1-12/31

12/21-10/31

12/21-10/31

行使規則なし

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

1/1-6/30

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

3/1-10/31

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-6/30

6-B

8

1

8

1/1-6/30

行使規則なし

1/1-6/30

1/1-12/31

12/21-7/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

漁獲上限

1/1-8/31

行使規則なし

行使規則なし

上対馬南

6 豊玉町

美津島町西海5

4 美津島町

殻長2cm

12 上対馬町

11

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

美津島町高浜

1 厳原町

－21－



ニナ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕許可期間は着用可

○ ○

○ ○ ○

○

○

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

口開表

峰町東部

上県町

伊奈

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

行使規則なし

阿須湾

32

9

34

34

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

8

1/1-12/31

行使規則なし 浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

浜管理

16

17

16

14

38

6-A

6-B

8

1

23

10

12

26

27

30-甲

30-乙

28

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

12/21-7/31

1/1-12/31

佐須奈

上対馬町

上対馬南

豊玉町

美津島町西海

美津島町

美津島町高浜

2

5

4

3

1

7

8

9

10

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

12

11

6

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限

－22－

厳原町



バイ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

口開表

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

かご

かご

かご

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

かご

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

23

14

23

10

12

26

27

28

30-甲

30-乙

32

9

34

34

38

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

6-A

6-B

8

1

8

かご

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

美津島町

阿須湾

美津島町高浜

厳原町

漁協
番号

9

10

7

8

4

3

2

1

行使規則なし

12 上対馬町

11 上対馬南

6 豊玉町

5 美津島町西海

－23－

全長等の規制
（以下）

漁獲上限漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)



イセエビ（長崎県漁業調整規則あり）

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○ ○

○

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

口開表

26

27

30-甲

行使規則なし

32

9

34

34

38

6-A

6-B

8

1

8 行使規則なし

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

23

10

12

16

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

14

特定漁法

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-5/20、

8/21-10/31

行使期間

行使規則なし

行使規則なし

8/21-10/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

8/21-5/20

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

8/21-5/20

8/21-5/20

8/21-5/20

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

阿須湾

5

4

2

9

10

7

8

8/21-5/20

1/1-5/20、

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

体長15cm

体長15cm

体長15cm

体長15cm

体長15cm

体長15cm

上対馬南

豊玉町6

30-乙

行使規則なし

－24－

11

美津島町

3 美津島町高浜

1 厳原町

漁協
番号

漁協名

体長15cm

美津島町西海

12 上対馬町

28

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限

その他

免許番号



ウニ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

○

○ ○ ●

その他：素潜りの禁止

○ ○ ○ ○ ● ○

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：1/1-6/30は着用可

○ ○ ○ ○ ● ○

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：1/1-5/30は着用可

○ ○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕期間は着用可

○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：1/1-6/30は着用可

○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：1/1-6/30は着用可

○ ●

その他：水中眼鏡禁止（赤ウニを除く）

○

○

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

漁協管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

自主管理

浜管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

行使規則なし

9

34

16

17

16

11-甲

11-乙

4/1-9/30

4/1-9/30

1/1-12/31

特定漁法

34

38

6-A

6-B

潜水器

潜水器

浜管理

浜管理

浜管理

浜管理

28

30-甲

30-乙

32

8

1

8

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

行使期間

峰町東部

上県町

阿須湾

伊奈

佐須奈

上対馬町12

7

8

9

10

2

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

2/1-9/30

2/1-10/31

行使規則なし

1/1-12/31

全長等の規制
（以下）

5,000kg

－25－

27

11 上対馬南

厳原町1

3 美津島町高浜

4 美津島町

5 美津島町西海

6 豊玉町
10 3/1-10/31 潜水器

26 1/1-10/31

行使規則なし

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-9/30

11-丙

13

23

14

潜水器
ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

潜水器

潜水器

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ1/1-9/30

23

12

3/1-11/10

3/1-10/31

1/1-7/31

（赤、ｶﾞｾﾞ）
7/20-10/31

（紫）
3/1-5/31

（赤、ｶﾞｾﾞ）
7/20-10/31

（紫）
3/1-5/31

3/1-11/10

3/1-11/10

口開表

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

1/1-8/31

1/1-12/31

15

14

漁協
番号

漁協名 免許番号 漁獲上限



エムシ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○ ○

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

口開表

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

16 行使規則なし

7

14

23

27

28

30-甲

30-乙

6-B

8

1

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

8

32

9

34

34

38

6-A 行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

美津島町

阿須湾

美津島町高浜

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬南

豊玉町

美津島町西海

上対馬町12

11

8

9

10

6

2

4

3

10

4/1-3/31

1/1-12/31

－26－

漁獲上限

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

行使規則なし

1/1-12/31

行使規則なし

12

26

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

5

1 厳原町

17 行使規則なし



タコ

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○

○

●

餌つぼ：ﾂﾎﾞの使用禁止

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

自主管理

自主管理

漁協管理

浜管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

浜管理

かご、つぼ

美津島町

3

1/1-12/3117

1 1/1-12/3116

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

16

11-甲

26

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご

11-乙

11-丙

阿須湾

上県町

38

8

34

34

8

10

2

峰町東部

豊玉町

美津島町西海

23

14

23

10

12

9

32

30-乙

30-甲

28

27

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご

かご

かご

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

4/1-3/31

行使規則なし

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-10/31

1/1-10/31

1/1-12/31

1/1-12/31

行使規則なし

1/1-12/31

厳原町

佐須奈

伊奈9

8

7

6

5

4

11

漁協
番号

6-A 1/1-12/31

かご

つぼ

かご、つぼ

つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

1/1-12/31

美津島町高浜

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重300ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

体重100ｇ

13

体重100ｇ

体重1kg以下

体重1kg以下

1/1-12/31

15 10/1-6/30

10/1-6/3014

かご

かご

かご

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限 口開表

体重100ｇ

体重100ｇ

－27－

体重100ｇ

体重100ｇ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

かご、つぼ

12 上対馬町 1 1/1-12/31

6-B 1/1-12/31

上対馬南



ナマコ（長崎県漁業調整規則あり）

潜
水

器

夜
間

火
光

底
曳

網

ﾀ
ﾞｯ

ｺ
ﾁ

ｬ
ﾝ

餌
つ

ぼ
ﾞ

そ
の

他

○

○

○ ○

○

○

●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕期間は着用可

○ ○ ○ ○ ● ○

採捕許可期間は着用可

○ ○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕期間は着用可

○ ●

採捕許可期間は着用可

○ ○ ○ ●

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ：採捕期間は着用可

○

○

○

○

漁協管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

桁引き

12/21-3/31

11/1-3/11

14 潜水器

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

漁協管理

自主管理

自主管理

浜管理

浜管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

自主管理

潜水器

桁引き

潜水器

潜水器

潜水器

桁引き

潜水器

潜水器

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

ﾀﾞｯｺﾁｬﾝ

潜水器

自主管理

口開表

12

8

32

9

34

34

6-A

上対馬町

豊玉町

美津島町

美津島町西海

美津島町高浜

17

16

14

15

11-甲

11-乙

11-丙

13

23

8

1

30-甲

30-乙

28

27

26

6-B

23

10

12

16

桁引き

潜水器

12/21-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

1/1-3/31、
11/1-12/31

12/21-3/31

12/21-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

12/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

11/1-3/31

12/21-3/31

11/1-3/31

峰町東部

上県町

伊奈

佐須奈

上対馬南

厳原町

阿須湾

11

10

6

5

4

3

1

7

8

9

2

体重100ｇ

漁協
番号

漁協名 免許番号 行使期間 特定漁法

禁止の漁法
(○禁止、●条件付許可)

全長等の規制
（以下）

漁獲上限

8,000kg

－28－

38



アオノリ アマノリ オゴノリ

カジメ テングサ ヒジキ

ヒトエグサ フノリ ワカメ

　第一種共同漁業権および口開け表の設定状況と、その管理主体者により、以下のとおり区分した。

　　●漁協管理海域　：　第一種行使規則または漁業協同組合が設定した口開け表により、資源が管理している海域
　　●浜主管理海域　：　第一種行使規則の有無に係らず、各浜で口開け表を設定し、資源が管理されている海域
　　●自主管理海域　：　第一種行使規則および口開け表を設定せず、関係する漁業者により資源が管理されている海域

　（３）対象とする水産資源の管理状況

海藻類

－29－

漁協管理海域 浜管理海域 自主管理海域 浜または自主管理海域 漁協または浜管理海域



アサリ アワビ イシマテ

カキ サザエ トコブシ

ニナ バイ

介類

－30－

漁協管理海域 浜管理海域 自主管理海域 浜または自主管理海域 漁協または浜管理海域



イセエビ ウニ エムシ

タコ ナマコ

その他

－31－

漁協管理海域 浜管理海域 自主管理海域 浜または自主管理海域 漁協または浜管理海域



※　当月の水揚を翌月２０日までに、事務局へご報告下さい。

※　水揚実績のない対象種は、「0」と記載して下さい。

※　水揚期間の開始月および終了月は、備考に「○○地区、口開け」「○○地区、口開け終了」等、記載して下さい。

　15　とこぶし

○○漁業協同組合

海藻類

水揚金額（円）水揚量（kg） 備考

　4　かじめ

　5　てんぐさ

　6　ひじき

　8　ふのり

　9　わかめ

　10　あさり

　11　あわび

　12　いしまて

　13　かき

　14　さざえ

対象種

介類

その他

モニタリング期間　：　平成30年○月１日～○月31日（提出期限：翌月20日）　

－32－

　16　にな

　17　ばい

　18　いせえび

（４）モニタリング表（案）

　19　うに

　20　えむし

　21　たこ

　22　なまこ

　1　あおのり

　2　あまのり

　3　おごのり


